
　
障
が
い
の
あ
る
方
は
、
日
常
生
活
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
便
を
感
じ
た
り
、
障

害
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
不
当
な
扱
い
を
受
け
る
な
ど
、
差
別
を
受
け
て
い
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
４
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
﹁
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の

推
進
に
関
す
る
法
律
﹂
︵
障
害
者
差
別
解
消
法
︶
で
は
、
国
や
市
な
ど
の
行
政
機
関

や
会
社
、
お
店
な
ど
の
民
間
事
業
者
か
ら
の
﹁
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
﹂
を
な
く

し
、
障
が
い
の
あ
る
方
も
な
い
方
も
、
お
互
い
に
、
そ
の
方
ら
し
さ
を
認
め
合
い
な

が
ら
、
共
に
生
き
る
社
会
を
つ
く
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
障
害
者
差
別
解
消
法
は
、
国
や
市

な
ど
の
行
政
機
関
、
会
社
や
お
店
な

ど
の
民
間
事
業
者
を
対
象
と
し
、
障

が
い
の
あ
る
方
へ
の
﹁
不
当
な
差
別

的
取
扱
い
の
禁
止
﹂
と
﹁
合
理
的
配

慮
の
提
供
﹂
を
定
め
て
い
ま
す
。

﹁
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
﹂
は
、
行

政
機
関
、
民
間
事
業
者
共
に
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
︵
法
的
義
務
︶
。
ま
た
、

﹁
合
理
的
配
慮
﹂
は
、
行
政
機
関
は

行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︵
法
的

義
務
︶
。
民
間
事
業
者
は
障
が
い
の

あ
る
方
が
困
ら
な
い
よ
う
に
、
で
き

る
だ
け
努
力
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
︵
努
力
義
務
︶
。

　
市
で
は
、
法
律
の
施
行
を
受
け
、

市
職
員
が
適
切
に
対
応
す
る
た
め
の

必
要
な
要
領
を
策
定
し
ま
し
た
。
こ

の
取
組
の
一
環
と
し
て
、
各
窓
口
に

﹁
筆
談
ボ
ー
ド
﹂
を
設
置
し
て
い
ま

す
。

　
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、

内
閣
府
で
作
成
し
た
民
間
事
業
者
向

け
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
掲
載
し
て
い
ま

す
の
で
、
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
障
害
は
人
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で

あ
り
、
障
が
い
の
あ
る
方
へ
の
理
解

は
深
ま
り
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
障
が

い
の
あ
る
方
と
接
す
る
機
会
が
少
な

い
方
は
、
ど
う
接
し
て
よ
い
か
わ
か

ら
な
い
場
合
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
市
で
は
、
こ
の
障
害
者
差
別
解
消

法
が
障
害
の
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら

う
機
会
と
な
り
、
障
が
い
の
あ
る
方

だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
や
高
齢
者
な

ど
、
困
っ
て
い
る
方
が
い
れ
ば
、
声

を
掛
け
る
、
配
慮
を
す
る
な
ど
、
お

互
い
に
助
け
合
い
、
地
域
に
住
む

人
々
が
住
み
や
す
い
ま
ち
に
な
る
こ

と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

広報あきる野は、毎月１日と15日に新聞折込と個別配布でお届けしています。市内に住所があり、折込対象の新聞を購読していない方は、市に個別
配布をお申込みいただければ、無料でお届けします。また、市のホームページでもご覧になれます。詳しくは市長公室にお問い合わせください。
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障
害
者
差
別
解
消
法
の

　
　
　
　
対
象
・
ポ
イ
ン
ト

４
月
か
ら
障
害
者
差
別
解
消
法

が
ス
タ
ー
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ま
し
た
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月
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害
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市
の
取
組

困
っ
た
と
き
は

　
　
　
ご
相
談
く
だ
さ
い

障害を理由とする差別のないまちに障害を理由とする差別のないまちに

不当な差別的取扱い

合理的配慮の提供

不当な差別的取扱い

障害者差別
解消法Ｑ＆Ａ

障害を理由とする差別の禁止障害を理由とする差別の禁止

皆
さ
ん
が

　
　
住
み
や
す
い
ま
ち
に

問
合
せ
　
障
が
い
者
支
援
課
障
が
い

者
相
談
係
（
直
通
５
５
８
・
１
１
５

７
）

　
市
に
は
、
障
が
い
の
あ
る
方
や
家

族
な
ど
の
悩
み
を
相
談
で
き
る
窓
口

が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　障害があることを理由に、正当な理由なく、サービス
の提供を拒否したり、制限をする行為は、「不当な差別
的取扱い」となります。
　●具体例（改善を必要とする例）
＊レストランに入ろうとしたら、車椅子を利用している
　ことを理由に入店を断られた。
＊アパートを借りる際、障害があることを伝えると、障
　害を理由に貸してもらえなかった。

合理的配慮の提供
　障がいのある方から、困っているときに手を貸してほ
しいなどの意思表明があった場合に、負担になり過ぎな
い範囲で、その方の障害に合った工夫や方法で必要な配
慮をすることを「合理的配慮」といいます。
　●具体例（好ましい例）
＊車椅子の方に対して、施設内の段差があるところにス
　ロープを設置したり、移動の手助けをする。
＊聴覚障がいのある方に対し、手話や筆談で対応する。

Ｑ　この法律で対象とな
　る障がいのある方と
　は？

Ａ　障がいのある方全て
　が対象となります。障
　害者手帳を持っていな
　くても対象となりま
　す。

Ｑ　個人的に障がいのあ

　る方と接する場合など

　は対象となりますか？

Ａ　障害者差別解消法で

　は、個人的に障がいの

　ある方と接する場合や

　個人の思想・言論につ

　いては対象とされてい

　ませんが、差別の解消

　に向けた取組をそれぞ

　れの立場で自発的に行

　っていくことが期待さ

　れています。

世帯と人口
世帯 34,755世帯
人口 81,396人
　　（前月比 47人減）
男　 40,658人
女　 40,738人

—平成28年５月1日現在—

聴覚に障がいのある方への
配慮（筆談での案内）

車いすの方への配慮
（施設内移動の補助）

車いすの方への配慮
（扉の開閉を補助）

不当な差別的取扱い
（お店への入店を拒否）
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